
発注工事等の入札契約事務における消費税の取扱いについて 

 

Ⅰ 平成 31 年度契約について 

 

 １ 当初契約 

   当初契約（入札時）においては、引渡日（入札時においては工期）が平成 31

年 10 月１日前後により、消費税率に差異がありますのでご注意ください。 

 

 （１）平成 31 年 10 月１日前引き渡しの工事 ⇒ ８％  

    

 

 

 

 

 

 

 

 （２）平成 31 年 10 月１日以降引き渡しの工事 ⇒ 10％ 

 

 

 

 

 

 

 

  ※消費税率 10％の契約締結後に消費税引き上げが延期等なされた場合は、減額に

係る変更契約を取り交わすこととなります。 

 

 ２ 変更契約 

   平成 31年 10月１日前引き渡しの工事が平成 31年 10月１日以降に工期を延長

し変更契約をした場合（契約額の増減に関わらず）  ⇒ 全額に対し 10％ 
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 Ⅱ 平成 30 年度以前契約について 

 

 １ 当初契約 

 （１）平成 31 年 10 月１日前引き渡しの工事 ⇒ ８％  

 

 

 

 

 

 

 （２）平成 31 年 10 月１日以降引き渡しの工事 ⇒ ８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 変更契約 

 （１）平成 31 年４月１日以降変更契約で増額・工期延長 

                         ⇒ 増額分に対し 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）平成 31 年 10 月１日以降引渡しで平成 31 年４月１日以降に増額変更 

⇒ 増額分に対し 10% 
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 Ⅲ 役務（年間を通じた管理業務等） 

   ※施設管理、公園管理、システム保守 等 

 

  役務については、当初、現行の消費税率８%で契約するものとします。平成 31 年

10 月１日以降の管理業務については、変更契約により、新消費税率 10%を適用しま

う。 

  入札公告時等において、特記仕様書等に『平成 31 年 10 月１日以降、新消費税率

10%の適用により課されることとなる消費税額分については、契約金額の変更を行

う。』旨を明記します。 
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